
にめは

皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃から○○市介護保険事業にご理解とご協力を賜り厚<お礼申し上げます。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○。

なお、収集した個人情幸刷まイ建蒙情報という利用者様にとって大切な個人情報であるという認識

にたち、○○市個人情報保護知 1に基づ<適正な取扱いを行います。

1。 この調査の対象者は、平成○〇年○○月○日現在、65歳以上の方で硯

2.ご回答にあたっては表紙ラベルのあて名のご本人についてお答えいただきますが、ご塚族の方

がご本人の代わりに回笞されたり、ご一緒に回答されてもかまいません。

3.ご回答にあたつては質問をよ<お読みいただき、該当する番号を○で囲み、数字を記入する欄

は右言吉め (lpl o1612 kg)で ご記入<ださい。

4。 この調査で使う用語の意味は、以下の通りです。

介護一介護保険のサービスを受けている場合のほか、認定を受けていない場合でも、常時ご宏族

などの援助を受けている状態

介助…ご自分の意思により、一時的に他人に援助を頼んでいる状態

5。 この調査についてのお問い合わせは下記意でお願いいたt/1す。

6.言略 票記入後は、3つ折りで同封の返信用封筒に入れてお送り<ださい。

問合せ先  ○○市介護保険課○○係

電話 (直通) ○○一〇〇〇〇
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質問の該当する答えの番号に○をつけ、数字記入欄は数字を記入してください。

あなたのご家族や生活状況について

Ql.家族構成をお教え<ださい

1。 一人暮らし  2.家 族などと同居 (二世帯住宅を含む) 3。 その他 (施設入居など)

⇒ Q2へ    ⇒ Ql-1、 2へ            ⇒ Q2ヘ

(家族などと同居されている方のみ)

Ql-1.ご 自分を含めて何人で暮らしていますか。また、同居されてlulる 方はどなたですか (い くつでも)

1.酉副呂者(夫・コ  2.息子  3.娘  4.子の酉副用者  5。 孫  6.兄弟 。姉妹  7。 その他

Ql-2。 (家族などと同居されている方のみ)日中、一人になることがありますか

1.よ <ある  2.たまにある  3。 ない

人

Q2.あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか

1.介護・介助はЙ要ない ⇒ Q3ヘ

2.何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない ⇒ Q2-1ヘ
3。 現在、何らかの介護を受けている (介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む)

⇒ Q2-1～ 3ヘ

Q2-1。 (介護 。介助が嚇要な方のみ)介護 。介助が必要になつた主な原因はなんですか (い <つでも)

1.脳卒中 (脳出血・脳梗塞等)  2.心 臓病  3.が ん (悪性新生物)

4.B乎吸器の病気鯛市気腫・肺炎3  5。 関節の病気(リ ウマチ9  6.認 知症(アルツハイマー病割

7.パーキンソン病  8.糖 尿病  9。 視覚・聴党障害  lQ骨 折・転倒  11.脊椎損傷

12.高齢による衰弱  13。 その他 (          )  14.不 明

Q2-2.(介護・介助を受けている方のみ)主にどなたの介護・介助を受けていますか

1.酉引用者(夫・劃   2.息 子  3.娘   4.子 の酉引呂者  5。 孫  6。 兄弟・姉妹

7.介護サービスのヘルパー  8。 その他 (          )

Q2-3.(介護 。介助を受けている方のみ)主に介護・介助している方の年歯斜よ 次のどれですか

1.65歳未満  2.65-74歳   3.75-84歳   4.85歳 以上

Q3.年金の種類は次のどれですか

1.国民年金    2.厚 生年金 (企業年金あり)  3.厚 生年金 (企業年金ない

4.共済年金    5。 無年金           6。 その他

Q4。 現在、収入のある仕事をしていますか             1.は い   2.い いえ

Q5。 現在の暮らしの状況を経済白りこみてどう感じていますか

1.苦しい  2.やや苦しい  3。 ややゆとりがある  4.ゆとりがある

Q6。 お住まいは一戸建て、または集合住宅のどちらですか      1。 一戸建て  2.集 合住宅

Q7。 お住まいは、次のどれにあたりますか

1.持 家  2`民 lBl賃 貸住宅  3.公 営賃貸住宅1市 ・県営、都市機構、公社等1  4,借 lB1  5,そ の他

Q8。 お住まい(主に生活する部日 は2階以上にありますか

Q8-1.12階 以上の方)お 住まいにエレベーターは設置されていますか

1. |まい

⇒ Q8-1ヘ

1。  は い

2。 いいえ

⇒ 間2ヘ

2。 いいえ
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匿要1運動・閉じこもりについて
Ql.階段を手すりや壁をつたわらずに昇つていますか 1.はい    2。 いいえ

Q2.椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか  1.は い    2.い いえ

Q3. 15分位続けて歩いていますか 1.はい    2。 いいえ

Q4.5m以 上歩けますか 1.はい    2.い いえ

Q5。 週に1回以上は外出していますか 1.はい    2.い いえ

Q6.昨年と比べて外出の回数が減つていますか 1.はい    2.い いえ

Q7.外出を控えていますか                    1.は い    2.い いえ

⇒ Q7-1へ  ⇒ Q8ヘ

Q7-1。 (外出を控えている方のみ)外出を控えている理由は、次のどれですか (い <つでも)

1.病気  2.障 害帽図卒中の後遺症など) 3.足 腰などの痛み  4.ト イレの心配(失禁など)

5.耳の障害 (間こえの問題など)  6。 日の障害  7.外 での楽しみがない

8。 経済的に出られない  9.そ の他 (       )

Q8.買物、散歩で外出する頻度はどの<らいですか (それぞれ 1つ)

A。 買物…1.ほ1誨日  2.週 4、 5日   3.週 2、 3日  4.
B.散歩…1.ほぼ毎日  2.週 4、 5日  3.週 2、 3日  4.

週 1日  5。 週 1日未満

週 1日  5。 週 1日未満

Q9.外出する際の移動手段は何ですか (いくつでも)

1.徒歩  2.自転車  3.バ イク  4.自 動車 (自分で運転) 5。 自動車 (人に乗せてもらう)

6。 電車  7.路 線バス  8.病 院や施設のバス  9.車 いす  lQ電 動車いす (カート)

11.歩行器・シルバーカー  12。 タクシー  13.その他 (       )

について

Ql。 この 1年間に転んだことがありますか 1. はい      2. いいえ

Q2.転倒に対する不安は大きいですか 1.はい     2.い いえ

Q3.背中が丸<なってきましたか 1.はい     2。 いいえ

Q4.以前に比べて歩<速度が遅<なってきたと思いますか     1.は い     2.い いえ

Q5.杖 を使つていますか 1.はい     2.い いえ
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口腔・栄養について

Ql.6カ 月間で2～ 3kg以上の体重減少がありましたか     1.は い     2。 いいえ

Q2.張 |1帥 腫 |||1絶

Q3.半年前に比べて固いものが食べに<くなりましたか ２
．
一　

２
．Q4.お茶や汁物等でむせることがありますか

Q5。 □の渇きが気になりますか 1.はい     2.い いえ

Q6。 歯磨さ (人にやつてもらう場合も含む)を毎日していますか  1.はい     2.い いえ

Q7.定期的に歯科受診 (健診を含む)をしていますか       1.は い     2.い いえ

Q8.入れ歯を使用していますか 1. は い

⇒ Q8-1、 2ヘ
2。 いいえ

⇒ P035ヘ

2.いいえ

2.いいえ

Q8-1。 (入れ歯のある方のみ)噛み合わせは良いですか    1.は い

Q8-2.(入 れ歯のある方のみ)毎日入れ歯の手入れをしていますか1.はい

物忘れについて

Ql.周りの人から「いつも同じ事を間<」 などの物忘れがあると  1.はい     2.い いえ

言われますか

Q2.自分で電話番号を調べて、電話を力ヽすることをしていますか  1.はい     2.い いえ

Q3。 今日が何月何日かわからない時がありますか         1.は い     2。 いいえ

Q4.5分 前のことが日い出せますか 1.はい     2.い いえ

Q5。 その日の活動 (食事をする、衣服を選Sなど)を自分で判断できますか

1.困難なくできる

2.い<らか困難であるが、できる

3.判断するときに、他人からの合図や見守りが必要

4.ほとんど判断できない

Q6。 人に自分の考えをうまく伝えられますか

1.伝えられる

2.い<らか困難であるが、伝えられる

3.あまり伝えられない

4.ほとんど伝えられない
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匿蛭1日常生活について
Ql.バスや電車で―人で外出していますか (自家用車でも可)

1.できるし している  2.できるけどしていない  3。 できない

Q2。 日用品の買物をしていますか

1。 できるし している  2.できるけどしていない  3。 できない

Q3。 自分で食事の用意をしていますか

1.できる臥 している  2。 できるけどしていない  3。 できない

Q4.請求書の支払いをしていますか

1。 できるし している  2.できるけどしていない  3.できない

Q5。 預貯金の出し入れをしていますか

1。 できる以 している  2.できるけどしていない  3.できない

Q6。 食事は自分で食べられますか

1。 できる  2.一部介助 (おかずを切ってもらうなど)があればできる  3。 できない

Q7.寝床に入るとき、何らかの介助を受けますか

1.受けない  2.一 部介助があればできる  3.全 面的な介助が必要

Q8. 座っていることができますか

できる  2.支えが必要 3.できない

Q9. 自分で洗面や歯磨きができますか

できる  2。 一部介助があればできる 3。 できない

QlQ自 分でトイレができますか

1。 できる  2.一部介助 (他人に支えてもらう)力らればできる  3.できない

Qll.自分で入浴ができますか

1.できる  2.一部介助 (他人に支えてもらう)があればできる  3。 できない

Q12.50m以上歩けますか

1。 できる  2.一部介助 (他人に支えてもらう)力らればできる  3。 できない

Q13.階段を昇り降りできますか      1.で きる  2.介 助があればできる  3。 できない

Q14自分で着替えができますか      1.で きる  2.介助があればできる  3。 できない

Q15。 大便の失敗がありますか       1。 ない   2。 ときどきある     3。 よ<ある

Q16.尿もれや尿失禁がありますか     1.な い   2.と きどきある     3。 よ<ある

Q17家 事全般ができていますか      1.で きている   2.で きていない
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社会参加について

Ql.年金などの書類 (役所や病院などに出す書類)が書けますか  1.はい     2。 いいえ

Q2.新間を読んでいますか 1.はい     2。 いいえ

Q3。 本や雑誌を読んでいますか 1.はい     2.い いえ

Q4.健康についての言己事や番組に関心がありますか       1.は い     2.い いえ

Q5。 反人の家を訪ねていますか 1.はい     2。 いいえ

Q6。 家族や反人の相談にのつていますか 1.はい     2。 いいえ

Q7.何かあつたときに、家族や反人・知人などに相談をしていますか 1.はい     2。 いいえ

⇒ Q7-1へ    ⇒ Q8ヘ

Q7-1.0鵬 炎している方のみ)相談相手を教えて<ださい (い <つでも)

1.西引呂者(夫・ヨ   2.息 子  3.娘   4。 子の酉引呂者  5。 兄弟・姉妹  6。 反人・知人

7.医師 。歯科医師・看護師  8。 民生委員  9。 自治会・町内会  lQ老 人クラブ

11.社会福祉協議会  12.地域包括支援センター  13.ケアマネジャー  14.役所 。役場

15。 その他 (       )

Q8.病人を見舞うことができますか 1.はい     2.い いえ

Q9。 若い人に自分から話しかすることがありますか        1.は い     2。 いいえ

QlQ趣 味はありますか 1.はい     2。 いいえ

Qll.生きれ はヽありますか 1.はい     2。 いいえ

Q12.地1或活動等に参加していますか (い <つでも)

4.祭り 。行事  2。 自治会・町内会  3.サ ークル・自主グループ (イ主民グルーの

4.老人クラブ  5。 ボランティア活動  6。 その他 (        )  7.参 加していない
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厨EI健康について
Ql.普段、ご自分で健康だと思いますか

1。 とても健康  2。 まあまあ健康  3。 あまり健康でない  4.硼 蒙でない

Q2.現在治療中、または後遺症のある病気はありますか (い <つでも)

1.高血圧  2.脳 卒中綱図出血・脳梗塞3  3。 心臓病  4.糖 尿病

6.呼吸器の病気 G市炎や気管支炎等)  7.胃 腸 。月刊蔵・胆のうの病気

9.筋骨格の病気 (骨粗しょう症、関節症等)  10.夕料嘉G確」・骨折等)

12.血液・免疫の病気  13.うつ病  14.
16目 の病気  17耳 の病気  18そ の他

認知症(アルツハイマー病Э

) 19.

5。 高脂血症朝旨質異潮

8.腎臓 。前立腺の病気

11.がん (新生物)

15。 パーキンソン病

ない

Q3.現在、医師の処方した薬を何種類飲んでいますか

1.1種類  2.2種 類  3.3種 類  4.4種 類  5.5種 類以上  6.飲 んでいない

Q4。 現在、病院 。医院 (診療所、クリニック)に通院していますか 1。 はい     2.い いえ

⇒ Q4-1、 2へ  ⇒ Q5ヘ

Q4-1。 (通院している方のみ)その頻度は次のどれですか。

1.週 1回以上  2.月 2～ 3回  3.月 1回程度  4.2ヶ 月に1回程度  5。 3ヶ月に1回程度

Q4-2。 (通院している方のみ)通院に介助が必要ですか    1.は い     2.い いえ

Q5。 以下の在宅サービスを利用していますか (い <つでも)

1.訪間診療 (医師の訪間)  2.訪 間介護  3。 夜間対応型訪間介護  4。 訪間入浴介護

5。 訪Fo5看護  6.訪 間リハビリテーシ∃ン  7.通 所介護 (デイサービス)

8。 認矢]症文寸応型通所介護  9。 通所リハビリテーション (デイケア)

lQ月 規ヽ模多機能型居宅介護  11.短期入所 (シ ョートステイ)

12.医師や薬斉」師などによる療養上の指導 (居宅療養管理指導)  13。 その他 (

Q6.お酒は飲みますか

1.ほぼ毎日飲む   2.時 皮飲む   3.ほ とんど飲まない   4。 もともと飲まない

Q7.タバコは吸っていますか

1.ほぼ毎日吸っている 2.時皮吸っている 3.吸っていたがやめた  4。 もともと吸つていない

Q8.(ここ2週間)毎日の生活に充実感がない          1.は ぃ     2.い いえ

Q9。 (こ こ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1.はい      2. いいえ

QlO。 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる 1. はい      2. いいえ

Qll。 (ここ2週間)自分力χ曼に立つ人間だと思えない       1.は い     2.い いえ

Q12。 (ここ2週間)わけもな<疲れたような感じがする      1.は い     2。 いいえ

L~t力ありがとうございました。

記入もれがないか、今一度お確かめください。

記入した調査票を切り離すことなく、送付されたもの全て (表紙も含みます)を 3
つ折りにして同封した返信用封筒に切手を貼らずに投函してください。
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2.口蹄疫手当金等に係る高額介護サー ビス費における対応等について

平成 22年 4月 以降に発生が確認 された口蹄疫については、口蹄疫対策特別措置法

等に基づき、発生農場等への手当金等が交付 されているところであるが、当該手当金

等については、既存の措置で対応可能なものを除き、臨時的措置 として、所得税、法

人税及び個人住民税について、手当金等により生 じた所得に課税 しないこととされて

いる。

このため、介護保険制度においても、高額介護サービス費、特定入所者介護サービ

ス費等の支給決定の際に用いている合計所得金額に当該手当金等を含まないことと

するため、所要の政令改正等を予定 しているところである。

また、第 1号被保険者の介護保険料については、特別な理由がある被保険者に対 し

て、市町村は保険料の減免を行 うことができることとされていることから、上記の趣

旨を踏まえ、各市町村におかれては、当該手当金等による保険料負担への影響が生ず

ることのないよう、適切に実施 していただくようにお願いしたい。

3.各都道府県国民健康保険団体連合会が実施する苦情処理業務について

都道府県国民健康保険団体連合会 (以下 「国保連合会」とい う。)は、介護保険法

第 176条 のもとで介護保険制度における苦情処理機関として明確に位置付けられ

てお り、保険者で取 り扱 うことが困難なものや相談者が国保連合会での処理を希望す

る場合など、国保連合会は苦情処理機関として極めて重要な役割を担っている。さら

に「運営基準」においては、国保連合会の事業者に対する指導及び助言の権限が うた

われるとともに、指導・助言を受けた改善内容の国保連合会への報告義務が盛 り込ま

れている。

国保連合会に寄せ られたサービス利用者、従事者等からの苦情及び通報情報等は、

介護給付適正化事業においても重要な情報 とな り得るため、引き続き、各都道府県に

おかれては、国保連合会が実施 している苦情処理業務について財政面も含めた適切な

支援及び協力を行っていただくとともに (国保連合会が実施 している苦情処理業務に
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係 る費用については、三位一体改革に伴い、平成 15年度よリー般財源化 されている

ところであるが、毎年度、地方交付税の基準財政需要額への算入のため、総務省へ所

要見込額を提出してお り、各都道府県に対 して所要の財源が措置 されているところ)、

国保連合会 と情報の共有化を図 り、苦情及び通報情報等の的確な把握及び分析を行い、

それ らの情報を介護給付適正化事業に活用 していただきたい。

介護保険法

第 176条 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(中略)

二 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定

介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する

調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指

定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言

(後略)

指定居宅サービス等の人員の基準、設備及び運営に関する基準

第 36条 指定訪間介護事業者は、提供した指定訪間介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ

ならない。

(中 略)

5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪間介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団

体連合会 (国民健康保険法 (昭和 33年法律第 192号)第 45条第 5項に規定する国民健康保険

団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第 176条第 1項第 2号の調査に協力するとともに、国

民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つ

て必要な改善を行わなければならない。
6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

4.給付費負担金及び調整交付金の適正な交付について

会計検査院による平成 21年度決算検査報告において、介護給付費負担金及び介護

給付費財政調整交付金が過大に交付 されている事例が指摘 された。

介護給付費負担金については、平成 18年度から、介護給付費等の区分 (施設等分・

その他分)に応 じて、国庫負担害J合が異なる取扱いとされたところであるが、今回の

事例では、平成 18年度から平成 20年度にかけての介護給付費等の区分を誤 り、国

の負担害1合が高いその他分を過大に算定するなどしたため、過大な交付が行われたこ

とが指摘 されている。
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また、介護給付費財政調整交付金については、誠に遺憾ではあるが、制度創設から

これまでの間、例年指摘を受けているところであり、指摘事項の大半は、調整基準標

準給付費の算定時における数値の計上誤 りなどといったケアレス ミスによるものや、

制度の理解が不十分なことに起因 した各種諸係数の捉え方の誤 りなどによるもので

ある。

これ らの誤 りは、算定にあた り改めて関係法令や交付要綱等を十分に確認するとと

もに、申請の際にまとめて数値の検証を行 うのではなく、毎月の数値について経過 し

た月ごとに順次検証を行 うなどの事前準備を行つておくこと、前年度数値 との比較を

行 うなどの検証を行 うことにより回避することができるものと考えられる。

ついては、管内市区町村に対 し、適正な交付が確保 されるよう更なる周知徹底を図

るとともに、交付申請及び実績報告時における書類審査を厳格に行 うことをお願いい

たしたい。

5.介護職員処遇改善交付金について

平成 21年 10月 に始まつた介護職員処遇改善交付金事業については、事業期間の半

分が経過 したところであり、各都道府県において申請勧奨に取 り組んでいただいた結

果、昨年 11月 末現在では約 83%ま で向上 したところである。

介護に係る人材の確保は喫緊の課題であり、交付金を活用 して介護職員の処遇改善

に努めていただけるよう、引き続き、未申請事業者について、積極的な働きかけをお

願い したい。

交付金は平成 23年度末で終了となるが、平成 24年度以降も継続 して処遇改善に取

り組むことが必要であると考えてお り、どのように処遇改善を行つていくか検討 して

まい りたい。

今後も、介護職員の確保・定着の促進が図られることが必要であることから、各都

道府県におかれては、引き続き交付金の活用による介護職員の処遇改善の推進を図ら

れたい。
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